
 

 

２０２５年２月４日 

 
令和６年能登半島豪雨被災者支援のための義援金の寄付について 

 

    令和６年能登半島豪雨により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。    

一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 

 

   武蔵野銀行（頭取 長堀 和正）では、２０２５年２月１７日（月）、令和６年能登半島豪雨

により被災された方々を支援するため、埼玉県（知事 大野 元裕）に１００万円の寄付を   

行いますので、お知らせします。 

   当行では、２０２４年１月、令和６年能登半島地震により被災された方々を支援するため、

役職員による募金を含め５００万円を埼玉県に寄付いたしましたが、これに続く今般の寄付は

地震および豪雨被害からの復旧・復興の一助としていただくものです。 

 

なお、今般の義援金寄付は広域連携「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス」参加行 注 と連携して  

行う被災地支援の一環となるもので、参加行は地域の関係機関を通じ、日本赤十字社等に  

義援金の寄付を実施しております。 

 

注 「TSUBASA アライアンス」参加行 

千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行、 

琉球銀行、群馬銀行の１０行 

 

≪目録の贈呈について≫ 
  以下のとおり、寄付金目録の贈呈を行います。 

日 時 ２０２５年２月１７日（月） １３：２５～１３：３５ 

場 所 
埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

埼玉県庁 本庁舎２階 知事室 

出席者 

（敬称略） 

埼玉県    知事        大野 元裕 

 

当行     頭取        長堀 和正 

以 上 

 報道機関からのお問い合わせ先 
総合企画部  小池 淳一 

ＴＥＬ（048）641‐6111（代表） 


